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1)「 私営企業」のあいまいさ

1980年 代以降の中国経済のなかで注目される動向の一っは,「私営経済」

の急速な発展である。「私営経済」とは旧来の公有経済(国 有 ・集団所有経

済)の 外側に形成された私有制経済の一部であり,中 国の一般的用語法に

よれば,「私営企業」の活動する経済領域を指す。中国のいわゆる私営企業

はわれわれ日本でいう私営企業 とは異なり,よ り限定的に使われている。

すなわち,1988年 の 「私営企業暫定条例」によれば,私 営企業は企業資産

が私的所有に属 し被雇用者が8人 以上の営利的経済組織を指 している。被

雇用者が8人 未満の場合は 「個人経営」([個体戸])と される。っまり,中

国の私営企業は資産の私的所有を前提に,一 定の雇用従業員数を基準に区

分 される概念であるという点にきわだった特徴がある。

まず,こ こでは上記の意味での私営企業がこの間にどれほど増大発展 し

ているのか,ま た私営企業の最近の業種分布を見ておきたい。

表1は 中国政府当局(工 商行政管理局)が1988年 の条例に基づく認可登

記を正式に始めてか らの数値を示 しているが,私 営企業がこの間に,特 に

1993年 以降に急速に増加 していることがわかる。1995年 末時点で,企 業数

で65.5万,従 業員数で956万,総 生産額で2295.2億 元,営 業収入額(ま た
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表1.私 営企業 の発展
(万件 ・万人 ・億元)

企 業 数 従業員数 総生産額 営 業 額 小 売 額
平均規模
従業員数

1989 9.1 164 97.4 38.8 34 18.0

90 9.8 170.2 121.8 51.5 43 17.4

91 10.8 183.9 146.6 68 57 17.0

92 13.9 231.8 205.1 113.6 91 16.7

93 23.8 372.6 422 190 15.7

94 43.2 648.4 1154 758.5 512.6 15.0

95 65.5 956.0 2295.2 1499.2 1006.4 14.6

(「中国個体私営経済調査」1993年,6頁 。 「中国私営経済年鑑」1994年,323

頁。 同1996年 版,142,321-322頁 より作成)

は販売総額)で1499.2億 元,小 売額(消 費財)1006.4億 元となっている。

企業あたりの平均従業員規模は1995年 の14.6人 であり,明 らかな小企業

であり,ま たその数は年々少しずつ減少 している。

ただし注意 しなければならないのは,表 の数値は政府当局に登録された

ものを示 しているものの,実 際の情況を必ず しも示 していないことであ

る。第一に 「私営企業」の規定上の問題性がある。前述のように私営企業

は資産の私有制と雇用従業員の数を基準にしているが,ど ちらも現実の経

営実態を区別するうえで一定の困難がある。所有制にっいては単一の所有

制であれば問題ないが,異 なる所有制の組み合わせである場合にいずれの

所有制として把握するかにっいて明確な規定がないことである。 この結

果,例 えば元来の集団所有制企業が個人への請 け負い経営,リ ース経営ま

たは売却を通 じて一部資産を個人所有に移転 した場合,実 際には個人所有

の比重が支配的であるにもかかわらず名義上従来の集団所有制企業として

存続 している場合が多いことである。他方,雇 用従業員の数については個

人経営企業が規模を拡大させ,雇 用人員を7人 か ら8人 以上へ増大させた

場合,規 定上では個人経営企業か ら私営企業へと登記変更されるべきであ
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るが,実 際には困難である。なぜなら,私 有制企業の雇用人員の数 は,景

気の変化や経営の善 し悪 しに応 じて,き わめて流動的可変的であるからで

ある。私営企業の労働者の転職率は一般に50%と もいわれ,き わめて高い

水準にある(「中国工商時報」1994年2月4日)。 こうした現状を考えると,

一定時点において雇用者が7人 以下か8人 以上かを区別 して異なった企業

形態 として登録手続をとることは非現実的であり,ど れほどの意味がある

のか疑問である(Kraus,p.145)。 こうした非現実的な規定から,実 際に

は雇用従業員を8人 以上に増や した企業が依然として個人経営企業 として

存続する場合 も少なくないようである。

第二に,政 策的,社 会的な背景か ら私営企業として登録することの差別

的不利益を回避 し,条 件のよい経営環境(資 金 ・資材 ・土地の調達,税 制

などの優遇措置)を 確保するたあに実際には私営企業であるにもかかわ ら

ず私営企業以外の名義で申請登録する場合が多々みられることである。例

えば,一 般的には社会主義形態 とされる集団所有制企業の名義で登録する

(紅帽子をかぶる)事 例が多いが,そ の他個人経営企業として登録 したり

(小帽子をかぶる),外 国資本 との合弁 ・合作企業 として登録する(洋 帽子

をかぶる)す る場合 もある。従 って,集 団所有制企業,個 人経営企業や外

資系企業のなかにも,い わば隠れた私営企業が少なからず存在 している。

以上から,中 国における 「私営企業」の存在は統計上十分に捕捉 された

ものではなく,そ の量的実態を把握すること自体が困難で大 きな政策研究

課題ともなっている。ここでは,以 上の事情を考慮 しっっ も,公 式的な統

計に基づいて考察を進める。

2)私 営企業の比重

さて,前 述のように私営企業はこの間急速に発展 しつつあるが,私 営企

業は経済全体のなかでどのような位置を占めているのであろうか。1995年

末現在の私営企業の位置づけにっいて,い くっかの主な項 目(主 として統
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表2a.各 種工業企業の比重(1995年)
(万件,億 元)

企 業 数 % 資 本 額 % 総生産額 %

国 有 11.8 1.6 11168.15 50.2 31219.66 33.9

集 体 147.5 20.1 4458.05 20.1 33622.64 36.6

私 営 31.42 4.3 961.01 4.3 2110.75 2.3

個 人 568.82 77.5 11820.57 12.8

外 資 6.03 0.8 4494.16 20.2 10713.97 11.6

株式制 0.55 1145.55 5.2 2727.01 2.9

全 体 734.15 100 22226.92 100 91894 100

(「中国統計年鑑」1996年 版,401,415頁 。 「中国私営経 済年鑑 」1996年 版,

319,322頁 より作成。資本額のみ独立採算制企 業を対象)

表2h各 種商業企 業の比重(1995年)
(万件,億 元)

商 店 数 % 販売総額 %

国 有 62.95 4.2 26673.5 65.8

集 体 113.72 7.6 10803.1 26.6

私 営

個 人

13.89

1298.76

0.9

86.8 }325.4o.s
連 営 2.18 0.1 595.9 1.5

外 資 0.21 0.01 180 0.5

株式制 1.19 o.os 1855.2 4.6

全 体 1496.17 100 40545.3 100

備考:デ ー タは卸売,小 売業のみ

(「中国統計年鑑」1996年 版,544,556頁 よ り作成)

計上比較可能な工業,商 業部門)か らみておこう。

表2aに み られるように私営企業は工業部門において,企 業数の4.3%,

資本額の4.3%,総 生産額の2.3%を それぞれ占める。その比重はまだ小さ

いといえる。他方,表2bに みられるように,商 業部門(国 内)で は私営企

業は商店数の0.9%,販 売総額の0.8%以 下であり,き わめて微々たる存在

でしかない。 もっとも,私 営企業に個人経営企業をあわせた私有制企業の

総体 としてみれば,事 情は大きく異なる。すなわち,工 業部門では企業数

一192一 4



中国私営企業の経営資源分析

の81.8%,総 生 産 額 の15.1%を 占 め,ま た 商 業 部 門 で は 商 店 数 の87.7%

(た だ し販 売 総 額 で は0.8%)を 占め て お り,か な り大 きな比 重 で あ る。

3)分 析課題

さて,本 研究のテーマは私営企業の経営構造を経営資源の調達,運 用の

面か ら体系的に検討することである。ここでいう経営資源とは経営活動に

利用されるさまざまな資源であり,特 に主要な資源である人材(ヒ ト),財

貨(モ ノ),資 金(カ ネ),情 報などを指す。本研究は,こ れらの経営資源

が企業においてどのように組織化されるのかを系統的に検討 しようとする

ものである。 また人材 については雇用労働者だけではなく,経 営の中心的

主体である企業経営者の存在形態についても検討を加えていきたい。従

来,中 国の私営企業のこの面での研究は個別的な調査検討 はなされている

ものの,体 系だった検討 はほとんどなされていない状況である。 この論文

は本研究の一環であり,近 年公刊 された中国側の私営企業調査統計を重点

的に利用しつつ特に企業資金の調達 ・組織構造およびその効率性について

検討する。検討方法の留意点の一つとして私営企業の資金構造を他の経済

セクターとの比較 し,こ れにより私営企業の特徴を明らかにしたい。

2私 営企業の登録資本動向

私営企業の創業認可時に工商行政管理局に登録 された資金である登録資

本の動向についてみておこう。 もっとも,今 までの私営企業は会社法に基

づく有限会社形態をとる場合を除き,無 限責任形態の企業が一般的で,厳

密な意味での資本金制度をとっていない。 こうした状況を反映 してか,調

査統計上は一般に登録資金の用語が使用 されている。 しかし,登 録資金 と

登録資本 とは必ず しも厳格に区別 されてはいない。 ここでは両者を同義 と

して扱 う。さて,私 営企業の登録資本額 は年々増大 してきている。1988年
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表3.私 営企 業の登録 資本

登録資本

(億元)
指 数

企業平均
(万元)

指 数

1989 84.5 9.3

90 95.2 112.7 9.7 104.3

91 123.2 129.4 11.4 117.5

92 221.2 179.5 15.9 139.5

93 s80.7 307.7 28.6 179.9

94 1447.8 212.7 33.5 115.9

95 2621.7 181.1 40.0 119.4

(指数 は前年=100)

(「中国私 営経 済年鑑」1996年 版,321頁 。)

に 「私営企業暫定条例」が公布施行されてか ら後の登録資本額の推移は工

商行政管理局の全国統計によれば,表3の とおりである。

表から明 らかなように,登 録資本額 は1993年 以降か ら急速に増大 して

いる。対前年比で1993年 は208%増,1994年 は113%増,1995年81%増

である。 これは,前 述(表1)の ように私営企業数,従 業員数が ともに

1993年 から急激に増大 していることと相応 している。一企業あた りの平

均登録資本額 も同様に増大 しており,特 に1993年 の伸びは大きい。1993

年が私営企業発展過程における大 きな画期であったことがわかる。1993年

は実は中国経済 とりわけ非国有部門が急成長 した時期であったのである。

もっとも,私 営企業の登録資本額は他の所有制セクターの企業と比較する

と,す でにみたように(表2a,2b)ま だきわめて小 さく,私 営企業は一

般的には小型零細企業 として位置づけることができる。

表4は1995年 における業種別の登録資本額および1企 業あたりの平均

登録資本額を示 したものである。全体の登録資本では商業飲食業が最 も多

く,次 に製造業で,こ のふたっの業種が群を抜いている。 もっとも,1企

業あたりでは建築業が最 も多く,次 いで交通運輸業が多い。
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表4.業 種別登録 資本(1995年)

企 業 数 登録資本 平均規模
(万) (億元) (万元)

農林水産業 0.69 31.5 45.6

鉱業 1.25 33.7 27.0

製造業 30.17 927.3 30.7

建築業 1.61 112.3 69.7

交通 ・運輪 業 0.63 32.8 52.1

商業 ・飲食業 25.41 1232.5 48.5

サ ー ビス 業 4.69 193.8 41.3

その他 1.47 79.3 53.9

合計 65.45 2621.7 40.1

(「中国私営経済年鑑」1996年 版,321頁 よ り作成)

3資 金源泉

私営企業を創業する際に必要な資金(こ の場合,登 録資本と借入金を含

めた実際使用 した投資資金総額)は いったいどこか ら調達 されたのであろ

うか。ここではまず創業時の資金調達源泉の構成にっいてみてみたい。企

業は資金需給バランスか らみれば一般的に資金不足の部門である。従 っ

て,自 己資金だけでは不足する必要資金を他から調達 しなければならない。

1)創 業時の資金源泉一構成分布

創業時の実際使用資金の源泉については,一 般に大きく三つの部分に分

けることができる。すなわち,自 己資金,制 度金融による借入資金,「民間

金融」による借入資金である。 自己資金は個人または企業の自己資金によ

る出資分,つ まり自己資本であり,こ のなかには外国資本投資も含む。制

度金融とは国家の公式的金融機関系統に属する国家銀行(中 国農業銀行と

中国工商銀行)と 信用合作社による貸付を指す。また 「民間金融」 とは,
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表5.私 営企業創業 時の資金源泉 (%)

調 査 対 象 自己資金 制度金融 民間金融

A遼 寧省393企 業 44.6 32.0 23.5

B河 北省50企 業(1987年 調査) 61.0 39.0 一

C湖 南56企 業 56.0 28.5 一

D11省97企 業(1988年 調査) 37.0 41.0 22.0

E5省 市141企 業(1987-88年 調査) 55.9 36.1 8.0

F20省 区市3201企 業(1991-92年 調査) 49.5 42.1 34.6

G44省 区市1440企 業(1993年 調査) 56.1 10.7 33.2

H44省 区市2564企 業(1995年 調査) 64.7 11.8 23.5

1漸 江 省315企 業(1995年 調査) si.o 8.9 30.1

備 考:F調 査 はサ ンプル基数が異な るので合計が100に な らない。 またG,H,

1調 査 での数値 はそれぞれ企業 の 「主要 な資金源泉」 にっ いての比率 を示す。

(出典:A-C:劉 文撲論文 「中国私営経済年鑑」1994年,61頁 。
D

E

F

G

H

「中国的私営経済一現状 ・問題 ・前景」1989年,19-20頁 。

「中国現段階私営経済探索」1990年,265頁 。

「中国個体私営経済調査一経営 ・利潤 ・収入」1993年,377頁 。

「中国私営経済 年鑑 」1994年,124頁 。

「中国私営経済年鑑」1996年,146頁 。

銀行 ・合作社の制度金融以外の個人間の貸付,民 間金融機関による貸付な

どを指す(詳 しくは後述)。

資金源泉に関する調査統計は個別のものを含めると数多い。比較的サン

プル数の多い主な調査統計によれば,創 業時の資金源泉の構成は表5の と

お りで あ る。

表によれば,調 査事例により出入 りが見 られるものの,最 も大きな源泉

が自己資金であることは共通 している。制度金融 と 「民間金融」の比重は

さま ざ ま で あ るが,比 較 的 サ ンプ ル数 の多 い近 年 の調 査G,H,1で は,「 主

要な源泉」 としては制度金融よりも民間金融のほうがいずれ も高い比率を

占め て い る。

調査GとHは 比較的詳細に創業時の資金源泉の具体的構成および重要

度序列を明らかに している。それを示すと図1の とおりである。
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■ 第一源泉

■ 第二源泉

4第 三源泉

図によれば,第 一に自己資金(労 働蓄積 と家業継承,外 資出資など)は

いずれの調査において も50-60%を 占あているが,自 己資金のうちほと

んどは前職における自己の労働収入の蓄積である。注目されるのは 「家業

の継承」の項目で,こ れは先代の事業経営により蓄積 した資産を相続 ・贈

与などで継承 したことを意味すると考えられ,1980年 代の資金源泉 として

はほとんど見 られなか った現象である。また自己資金部分として海外直接

投資がみ られることも近年の新たな現象として注目される。
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第二に,銀 行と信用組合の貸付からなる制度金融の比重は資金源泉 とし

て比較的低い。 この場合,銀 行 とは具体的に中国工商銀行,中 国農業銀行

であり,い ずれも国家銀行である。信用組合は都市 ・農村の信用合作社を

指すが,そ れは国家銀行の指導下の公的金融機関である。

第三に個人間の金融を中心とする 「民間金融」が占める比重が比較的高

いことである。個人間の金融 とりわけ親族友人か らの個人的な借入の比重

は第一源泉 としても第二源泉 としても,借 入資金項目のなかでは最大の源

泉となっている。この点は他の調査によっても同様である(Young,p.84,

p.86)。また「私人貸付」(個人貸付)と は,私人間の金銭貸付を目的とした伝

統的な金融業者や金融ブローカーによる金融を指 していると考え られる。

一般にこれ ら民間金融業者の貸付利息は制度金融のそれよりもかな り高

く,な かには高利貸 として暴利を追求するものもある。また 「集体貸付」と

は,地 域の郷鎮企業,経 済合作組織 各種の服務公司などによる貸付をいう。

2)創 業時の資金源泉一業種別の分析

調査Fに よれば,創業時の業種別資金額および比率は表6の とおりである。

表6.開 業時の業種別資金額と資金比率(万 元・%)

実行資金 自己資金比率 銀行貸付比率 民間貸付比率

工業 10.3 45.3 42.4 34.3

建築業 7.6 52.2 46.6 37.3

交通運輸 37.6 37.4 38.6 30.9

商業 11.3 51.5 41.4 38.4

飲食業 9.7 61.1 40.1 34.6

サ ー ビス業 10.1 53.4 45.6 35.5

修理業 s.a 53 39.9 39.4

その他 16.3 53.7 46.5 37.9

平均 11.2 49.8 42.1 36.7

サ ンプル数 3065 3065 1392 1309

備考:自 己資金,銀 行貸付,民 間貸付 の数値 はそれぞれサ ンプル基数 が

異な るので,そ の合計は100%を 超過 する。

(「中国個体私営経済 調査一経営 ・利潤 ・収入」371,379,385,391頁)

一198一 10



中国私営企業の経営資源分析

表によれば,開 設時の実際使用資金の平均額 は交通運輸業が最 も多 く,

逆に修理業や建築業は少ない。実際使用資金額の多少はそれぞれの資金源

泉額の多少と基本的に連動 している。ただ し実際使用金額は自己資金率と

マイナスの相関がみ られ,実 際使用金額が多いほど自己資金率が相対的に

小さい。表の銀行借入率と民間借入率は調査GやH,1な どの数値 と比べ

かなり高 くなっているが,そ の理由は前提となるサンプル数から銀行借入

のない企業,民 間借入のない企業をそれぞれ除いているため,該 当サンプ

ル数が大きく限定されているか らである。従 って,他 の調査統計数値 と単

純に比較はできない。

表6は 各業種別の資金源泉の平均値を示 しており,そ れでは資金源泉の

利用度合いの状況が必ず しも明 らかではない。資金源泉の利用度分布状況

をみる必要がある。表7は,F調 査に基づいて創業時の銀行借入資金比率

の業種別分布状況をみたものである。数値はそれぞれの借入比率に該当す

る企業数を示 している。

表から注目される点として,第 一に銀行借入を利用 していない企業が調

査対象企業のなかで圧倒的に多いことである。実に55%の 企業(1673)が

開設時に銀行から借入 していない。恐 らくこうした企業は自己資金だけで

表7.創 業時の業種別銀行借入率分布

0 10%以 下 40%以 下 60%以 下 超60% 合計

工業 417 32 242 108 118 917

建築 94 5 15 22 14 159

交通運輸 39 6 14 5 8 72

商業 840 51 291 147 134 1463

飲食業 43 3 14 8 6 74

サ ー ビス 97 s 28 12 19 162

修理業 82 12 23 16 14 147

その他 61 10 2 7 80

全体 1673 115 637 320 320 3065

(「中国個体私営経済調査一経営 ・利潤 ・収入」385頁 。)
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まかなうか,ま たは 「民間金融」を併せて利用するかいずれかであろう。

第二に残りの45%の 企業が銀行融資を受けたが,そ の分布および銀行借

入比率のレベルは業種によりかなりのバラッキが見られる。銀行借入比率

の全体の平均水準は表6の とおり42.1%だ が,銀 行借入率が60%以 上の

企業も少な くない。一般的にいえば,企 業規模(実 際使用資金額)が 大 き

いほど銀行借入率が高 くなること,自 己資金額が多くなれば,そ れを担保

として銀行借入額 も多 くなることが知 られている(「私営経済調査」383

頁)。

次に,創 業時の民間金融の借入比率の分布状況をみてみよう。

表8.創 業時の民間借入比率分布

0 5%以 下 30%以 下 50%以 下 超50% 合計

工業 529 17 187 io7 77 917

建築 97 1 26 14 12 150

交通運輸 32 1 22 ii 6 72

商業 813 26 258 205 161 1463

飲食業 48 14 8 4 74

サ ー ビ ス 98 6 30 15 13 162

修理業 89 27 15 is 147

その他 50 2 13 8 7 80

全体 1756 53 577 383 296 3065

(「中国個体私営経 済調査一経 営 ・利潤 ・収入 」391頁)

表8は それぞれの借入比率 レベルに該当する企業数を業種別に示 してい

る。これによれば,第 一に民間金融を利用してない企業が1756企 業ときわ

めて多く,対 象企業の57%を 占めていることである。第二に,残 りの43%

の企業の借入比率分布は業種によりかなりのバ ラッキが見 られる。全体平

均の借入比率は36.7%で あるが,50%を 超える事例も少なくない。
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2)創 業後の資金源泉

私営企業開設後の経営年度(具 体的には1994年 度)に おける企業の資金

源泉がどのようになったのかを示 したのが表9で ある。

表9.1994経 営年度の資金源泉 (%)

資金源泉 自己資金 銀行信用社 私人貸付 親友貸付 その他

基本建設 71.1

72.3

15.6

14.7

5.6

6.3

7.3

s.7

o.g

固定資産投資 80.7

82.9

9.8

9.6

3.7

4.5

5.6

3.0

0.3

流動資金 49.0

36.5

31.7

45.1

5.2

8.9

10.5

9.5

o.s

備考:各 欄 の上 段がH調 査,下 段 が1調 査 によ るデー タ。(「中国 私営

経済年鑑」1996年 版146頁,183頁)

表によれば第一に,調 査対象企業の自己資金比率 は企業創業時のそれ

(表5.表6.を 参照)と 比べてそれぞれ多少 とも増大 しており,企 業の資

金蓄積が進んでいることを物語 っている。固定資産投資や基本建設投資

(生産性の新規設備投資)に おいて自己蓄積資金が大部分を占め,7-8割

を占めている。このように開設後の企業は投資資金の源泉として自己資金

に依然として大きく依存 しており,他 人資金に頼る比率が相対的に低い。

もっとも,投 資資金の借入構成に関 して,企 業創業時との比較でいえば親

戚親友か らの借入比率が減少 し,銀 行 ・信用組合か らの借入比率が増大 し

ている傾向がみられる。っまり個人間の非制度的金融か ら制度金融の利用

へと比重が移行 している。これは私営企業の資金蓄積による担保力の強化

や企業経営に対する金融機関側の信用増大を反映 していると考えられる。

第二に,経 常的な流動資金の源泉構成は固定資産投資や基本建設投資の

それと比べてかなり異なっている。すなわち,自 己資金の比率が相対的に

小さくなり,他 人資金の借入比率が大きくなっている。流動資金調達にお

いても制度金融が しだいに浸透 しつつあること,ま た個人間の民間金融の

13 一201一



比率 も一定の比率を占めていることがわかる。

以上の実態分析にもとづけば,私 営企業の資金源泉の特徴 は,(1)自 己資

金が大きな比重を占めること,(2)制度金融は以前よりは普及 しつっあると

はいえ,全 体的には比較的小 さな比重 しか占あていないこと,(3)民間金融

は制度金融に劣らず重要な位置を占あていること,特 に企業創設時におい

てそうである。(4)創業後資金源の構成が変化 し,自 己資本比率が増大する

とともに借入 において制度金融の比重が相対的に上昇 していることであ

る。このような資金源泉の構造はもとより各地域の経済特性や経済の発展

段階の違いにより,多 少とも異なった様相を呈 しているものの,全 国的範

囲の私営企業の平均的な状況を示 しているものと考えられる。

こうした私営企業の資金調達構造は国有企業のそれとは大きく異なる。

国有企業では創業資金は(株 式制企業を除いて)い うまでもな くすべて国

家資本であるが,経 営開始後の国有企業の資金源泉 は,例 えば1994年 度に

おいて固定資産投資の5-6割 以上が 「自己調達資金」(企 業内利潤留保お

よび 「予算外資金」のいう名の財政的資金など)と 政府予算資金であり,

国家銀行貸付の比率は30%程 度である。他方,流 動資金についてはその約

80%以 上が国家銀行からの借入であるといわれ,そ の比率はきわめて高い

(川井,172-174,179頁)。 国有企業は資金調達面で圧倒的に国家銀行と国

家財政に依存 しているのである。 こうした資金調達上の構造的相違は国有

セクターと私有セクターのあいだのいわば 「二重構造」的状況を示 してい

るといえる。

3)出 資者構成

すでにみたように創業時の資金源泉のなかで自己資金部分が最 も大きな

比重を占めたが,自 己資金部分の出資者構成(資 本構成)を もう少 し詳細

にみてみたい。表10は 私営企業創業時および94年 末における資本出資者

の構成をみた ものである。A欄 が創業時の,B欄 が1994年 末の出資者構成
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表10.私 営企業 の資本構成
(%〉

1調査企業数に占め 皿出資企業の資本 皿調査企業の資本総

出 資 者 る出資企業の比率 に占める出資比率 額に占める出資比率

A B A B A B

政府 2.7 2.8 35.8 26.5 1 0.7

集団企業 3.6 2.4 43.8 28.3 1.6 0.7

他の企業 2.8 3.4 44.6 37.1 1.2 1.3

個人 96 96 92.4 92.4 88.7 88.7

外資 2.8 5.5 48.8 37.2 1.4 2

大衆出資 5.2 6.1 34.6 30.4 1.8 1.9

その他 5.2 6.1 46 36.9 2.4 2.3

備考:調 査企業 の資本総額 に占めるそれぞれの出資比率 は一部 に計算 の誤 りがみ

られ,修 正 した。表 中において,1× 皿=皿 の関係が成立 している。

(「中国私営経済年鑑」1996年,146頁)

を示 している。これによれば,第 一に個人出資が資本総額の約90%を 占め

圧倒的である。第二にその他の出資分 は調査企業全体の資本総額か らみれ

ばきわめて少ない。ただし,こ れは出資した企業数がきわあて少ないこと

によるためで,出 資した企業のみの資本構成からみれば,3割 から4割 の

比重を占めており注目される。第三に資本構成は創業時 と94年 末 とのあ

いだであまり変化 していない。その意味では私営企業の資本構成 はきわめ

て安定的である。ただ細かくみれば,調 査企業全体の資本総額に占める比

重において外資,他 企業,大 衆(従 業員など)の 出資比率が増大 したのに

対 して,郷 鎮政府 と郷鎮 ・街道の集団組織の出資比率が減少 している。 こ

の比率変化の要因についてはいくつかのパ ターンが見出せる。外資,他 企

業,大 衆の出資の場合,投 資対象の企業数比率が増加 しているのに対 して

投資対象企業の出資比率は低下 している。ただし,前 者の増加要因が大 き

く(特 に外資),全 体 としての比重を増大させた。郷鎮政府の場合は,外 資

や大衆の場合と同様の変化であるが,投 資企業の出資比率の減少要因のほ

うが大きく作用 し,全 体として比重を下げた。郷鎮や街道の集団企業出資
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の場合は投資対象企業数比率,投 資対象企業の出資比率のいずれにおいて

も低下 しており,そ の相乗効果で全体の比重をかなり下げている。

4)制 度金融と民間金融

1制 度金融の制約条件

私営企業の資金調達源として制度金融はなぜ比較的小さな比重 しか占め

ないのであろうか。第一の要因 として私営企業に対する金融政策上の制約

がある。特に国家銀行はその政策として貸付対象の重点を国有企業におい

てお り,実 際固定資産資金と流動資金の貸付額の70%以 上は国有企業に

与えられている(楊 敬先,48頁),ま た信用合作社はその重点を集団所有制

企業(郷 鎮企業)に おいている。私営企業を含む民営企業に対 しては国家

銀行貸付は補助的位置づけであり,か なり制限的であった。例えば,中 国

農業銀行の規定では以下の諸点が明記された。すなわち,(1)私 営企業に対

して原則的に固定資産用の貸付はしないこと,(2)個人経営企業への貸付は

主に必要流動資金の不足部分を解決すること,(3)貸付限度額は自己流動資

金の30-50%以 下に制限すること,特 に経済の発展 した地域では一般 に

30%以 下に押さえること,(4)流動資金貸付について返済期限を限定するこ

と(商 品流通貸付は一般に3ヶ 月以内最長6ヶ 月,工 業流動資金貸付は一

般に6ヶ 月以内最長1年)な どである(「中国私営経済年鑑」1996年,236頁)。

こうした結果,実 際国家銀行の個人経営企業と私営企業に対する貸付は

極あて限定的で,例 えば1990年 代前半の統計でも国家銀行の全貸付額の

わずか2.3%で あり,都 市の信用組合の場合もその貸付総額のうちの4.5%

を占めるにすぎないという(「中国私営経済年鑑」1994年 版71頁,1996年

版,138頁)。

第二に,私 有セクターに対 して差別的な貸付条件が付与されていること

である。この点は上記の政策の反映という面もあろうが,同 時に金融機関

側の私営企業に対する貸付 リスクを反映 したものとも考えられる。個人企
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業と私営企業は一般には規模が小 さく,市 場の変動に対するリスク能力が

弱 く,事 業の存続にも不確定な リスク要因が多い。従って,銀 行や信用合

作社は貸付の場合に必ず保証人か担保物件の提供を要求する。 しかしなが

ら,実 際には個人企業や私営企業は自己資金規模の制約などから保証人や

有効な担保を提供するのが困難である場合が多い。例えば,広 東省番愚県

の事例では,集 団所有制企業にたいする貸付には郷鎮政府や都市街道委員

会が担保を引き受けるのに対して,個 人 ・私営企業ではそのような引き受

け保証はなかった(蓑 恩槙,195頁 。国家七五期間中国私営経済研究課題

組,196頁)。

個人企業や私営企業に対する貸付金利が割高なのは,貸 付 リスクに対す

る金利プレミアムなのである。 このような融資上の差別は,そ の他の政策

上の制約条件,例 えば税金や土地取得での制約,業 務範囲の制限などとあ

いまって,私 営企業経営に対する大きな経済的制約となっていると考えら

れる。

私営企業に対する経済的な制限 ・差別は経営主にとって強 く意識されて

おり,そ の行動を規定 している。H調 査によれば,私 営企業経営者は生産

資金調達が困難なことの要因として,政 策的制約(63.2%),企 業自身の原

因(16.6%),市 場競争(5.7%),関 係部門の妨害(5.2%)を 指摘 しており,

融資政策上の制限を最 も強 く感 じている(「 中国私営経済年鑑」1996年,

182頁)。 この政策的な制約は,企 業主が私営企業の名義のかわりに集団所

有制企業の名義で設立登記 しようする(「紅帽子」現象)行 動を促す一っの

要因となっている。上述の 「企業自身の原因」とは,私 営企業のなかの単

独資本企業と共同出資企業が負債に対する無限責任を要求 されること,た

だ し,前 述のように私営企業の自己担保能力の制約から,外 部からの借入

に慎重にならざるをえないことを指 していると考えられる。
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2「 民間金融」の制約条件

「民間金融」にっいては,前 述 したようにいろいろな形態があるが,そ の

具体的形態については以下の6つ の形態が指摘 されている(王 克忠,76-

79頁 。国家七五期間中国私営経済研究課題組,139-140頁 。杜進,188-

190頁)。

(1)個 人の自由貸借 と「銀背」。個人の自由貸借とは個人間の直接貸借で

あり,一 般に小額の貸借である場合は何の手続 もいらないが,金 額が

大きく,期 間が長い場合には借用書が要求される。自由貸借の利率は

資金需給状況に応 じて変化する。 この種の民間金融は,貸 し手 と借 り

手は互いに熟知 した間柄でなければ貸借が困難であり,従 ってこの種

の貸借はかなり狭い人間関係のあいだに限られる。「銀背」とは,こ し

うた状況のなかで,貸 し手と借り手のあいだを仲介する個人を指す。

この金融仲介者は貸借双方の当事者から信頼 されているばかりではな

く,一 般に広範な社会的ネットワークと社会的信用と活動能力をそな

えている。当初は臨時的で一定の手続費をとるだけだが,仲 介業務の

拡大に応 じて次第に専業の商業金融業者に転化 していく。

(2)「銭会」。「銭会」は複数の友人,知 り合いによる互助的な組織で様々

な名称で呼ばれる。会員は毎期に一定の会費を払い込み,そ のプール

した資金を会員の資金需要に基づき一定の手続で払い戻 しを受けるも

のである。 この組織形式は最 も歴史の長い・広範にみられる民間金融

方式で,も ともと利息を計算 しない非営利性,非 市場的な互助組織で

あった。その後,資 金需要の拡大に応 じて一部 は専業化と規模拡大を

進め,利 息をとる営利性の民間金融組織に転換 した。

(3)私 営銭荘。 これは固定 した場所と専門職員をかかえた民間の金融専

業経営者である。預金金利と貸 し出 し金利の差による利潤獲得をめざ

す営利性組織であり,そ の金利水準は市場の需給関係に従 う。私営金

融機関の貸付利子は,一 般に年利30%以 上の高利で,多 くの場合非合
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法的である。

(4)非 金融機構による融資。これは1980年 代以降,多 くの農村において

成立 した各種の 「服務公司」や集団経済組織が行 う金融業務である。

この服務公司は公司自身およびその所属下の郷鎮企業や家庭工商業者

の受け取 り資金を利用 して,ま た高い利子で社会から預金を組織 して

融資活動を行 う。

(5)社 会集資。 これも1980年 代以降普遍的に現れた資金調達方法であ

り,調 達方法は様々である。例えば,「帯資入廠」(郷 鎮企業に農民が

就職するさいの出資),「 以労帯資」(郷鎮企業従業員の出資),債 券 ・

株券の発行などである。こうした農民の出資の配当率は通常の制度金

融機関の利子率を上回っているという。ただ し,株 や株式による出資

金は企業 自己資本の一部 と考えられ,本 稿では企業自己資本 として

扱 っている。

(6)質 屋の融資。

これらの各種の金融形式は多 くは伝統的なものであるが,1980年 代以降

の改革の進展による経済活性化と資金需要の急速な拡大に応 じて多 くの地

域で復活発展 しているといわれる。「民間金融」の一般的性格 として,(1)民

間の資金需要に対 して柔軟機敏に対応できること,(2)手 続が簡単で容易に

融資がえられること,(3)地 域性が強 く,利 用範囲用途が広いこと,(4)制 度

金融よりは金利が高 く,一 部では投機的高利貸的な活動がみ られること,

(5)制度的透明性が低 く,非 規範的,個 別的で,非 合法的部分 も多いこと,

などが指摘されている(蓑 恩槙,195頁 。国家七五期間中国私営経済研究課

題組,196頁)。

3)制 度金融と 「民間金融」の代替的関係

私営企業 にとって制度金融 と 「民間金融」 との関係はどのよ うなも

のであろうか。いままでの検討か ら推測で きるひとっの仮説 は,私 営
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表11。 銀行金融 と民間金融 との相 関関係

銀行

民間
0 0-10% 10-40% 40-60% 60%超 計

0

0-5%

5-30%

30-50%

50%超 過

1093

8

159

212

235

48

ii

25

17

15

256

13

229

104

46

176

4

102

43

3

220

17

7s

11

1793

53

591

387

299

計 1707 116 648 328 324 3123

備考:表 中の数字 は企業数 を示 す。10-40は10%を 超えて40%ま での意味。

(「中国個体私営経済調査一経営 ・利潤 ・収入」1994年,394頁)

企業は制度金融が制限的であるために自身の資金需要を十分 まかなう

ことができず,そ の不足分を 「民間金融」から調達 しているのではない

かとい う点である。本来,民 間金融 よりも制度金融のほ うが資金調達

コス ト(利 子)が 低いことか らすれば,も っと制度金融の比重が高いはず

であるが,政 策的,制 度的制約 のため制度 金融の比重 は低 い レベル

にとどまっている。従 って,制 度金融の制約条件が緩和 されていけば,

民間金融に依存す る比重 は相対的に減少 していくもの と推測され る。

この意味で両者は代替的な関係にあると考えられる。表11は 創業時点に

おける銀行借入比率と民間借入比率との関係を示 したものである。 これに

よれば借入分布 における両者の関係 が代替的で あることがみて とれ

る。次に,時 間の推移 にともな う両者 の関係動向 については,前 述 の

調査G,Hか ら,制 度金融の借入比率がしだいに増大 していることがわか

る。
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4資 本組織形態

1)資 本組織形態の区分と動向

私営企業の資本形態は,私 営企業暫定条例によれば,三 っの組織形態が

規定 されている。すなわち,単 独資本企業(独 資),共 同出資企業(合 移,

パー トナーシップ),有 限責任会社である。単独出資企業は個人の100%出

資によるもので,資 本形態では個人経営企業と同一である。単独出資企業

は法人形態はとれず,個 人出資者は負債に対 し無限責任を負 う。共同出資

企業は2人 以上の個人が共同出資,共 同経営を行ない,負 債に対 して連帯

無限責任を負 う形態で,基 本的に合名会社といえるが,た だ し議決方法と

して共同組合と同 じ一人一票方法を実行することが認められている(「中

華人民共和国合彩企業法」1997年2月 採択,同 年8月1日 施行)。有限責任

会社は1993年 公布の会社法に規定された形態で2人 以上50人 以内の出資

者の出資により設立 し(最 低資本金の規定あり),各 出資者が出資額の枠内

で責任を負い,企 業がその法人資産の枠内で負債に対 し責任を負 う形態で

ある。ただし,す べての有限会社が会社法の規定に合致 しているわけでは

ない(次 頁参照)。 三っの資本組織形態は一般的な発展プロセスか らいえ

ば,単 独出資企業→合名企業→有限責任会社へとレベルが高 くなる。以上

三っの形態の他に,外 国資本との合弁 ・合作企業,・株式会社,株 式合作制

(組合)企 業などの形態も一部存在 している。さらに,前 述 したように私営

企業の一部が公有制企業である集団所有制企業として登記設立されている

擬似私営企業も少なくない。従 って,私 営企業の実際上の組織形態は実に

さまざまである。

さて,上 述の私営企業の三っの資本組織形態の動向は図2の とおりである。

図のように,単 独資本形態が量的には最 も多いが,そ の比重は傾向的に

減少 しっっある。共同出資企業の比重 も同様の減少傾向にある。逆に有限
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(「1995-1996年 中国社会形勢分 析与 預測」324頁,

「中国私営経済年鑑」1996年,320頁 よ り作成)

責任会社の比重は増大 しっっあり,93年 には共同出資企業を追い抜き,次

第に単独資本企業との差を縮めている。図から,私 営企業が次第により近

代的な形態へ移行 しっっあることがうかがえる。ただし,注 意 しなければ

ならないのは,い わゆる有限責任会社のなかで会社法の規定に基づ く規範

的な会社は,1995年 の統計では全体企業数の約53%,登 録資本額の58%

に過 ぎないことである(「中国私営経済年鑑」1996年 版,320頁)。

1995年 の統計によれば,一 企業あたりの登録資金規模(お よび雇用従業

員数)を 比較すると,単 独資本企業が17.5万 元(12.1人),共 同出資企業が

22.7万元(15.3人),有 限会社が77.7万 元(11.8人)で,有 限会社形態の登

録資本規模が他の形態よりも抜群に大きい。有限会社が他の二つの形態よ

りも多額の資金を調達する形態であることがわかる。

2)資 本形態と業種 ・立地

どのような組織形態が採用されるかは,業 種により異なる。業種別の資
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本組織形態の状況をみたのが図3で ある。図3は1995年 の全国的なサン

プル調査(2564企 業)に 基づくものだが,傾 向として資本金額の大 きな業

種である不動産業,電 力ガス,金 融保険業などにおいて有限会社の比重が

比較的高い。他方,資 本金額が少ない商業 ・飲食業,社 会サービス業,交

日 有限会社

■ 共同経営

Z単 独資本

図3業 種別 の企業 形態(1994年)

(「中国私営経 済年鑑 」1996年 版,148頁 より作成)

村

郷鎮

小都市

中都市

大都市

□ 有限会社

■ 共同経営

團 単独資本
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通運輸業などにおいて単独出資企業が比較的多い。

私営企業の資本形態を立地との関連でみたのが図4で ある。図4に よれ

ば大きな傾向として都市化の程度が進むにしたがって有限会社の比率が高

まり,単 独資本形態 と共同出資形態の比率が低下 している。都市化の進展

は社会需要の増大 と高度化に対応する生産規模の拡大と産業構造の近代化

を伴うので,よ り大 きな資金が要請され,そ れに適 した組織形態が選択さ

れるのであろう。

3)資 本形態別の資金調達

資本形態別の資金調達構造にっいては利用できる統計はきわめて限 られ

ている。1993年 のG調 査 も1995年 のH調 査,1調 査も示 していない。ただ

1991-92年 のF調 査がこの点を示 している。それによれば,表12の とお

りである。

創業時の自己資金比率(実 際使用資金総額に占める自己資金額の比率)

では単独資本企業が57%と 最 も高 く,有 限会社42.4%,共 同出資企業が

34.8%と 最 も低い。創業後の1990年 での自己資金比率は各種形態の企業

でいずれも増大 しているが,と くに共同出資企業 と有限会社のそれが大幅

な増加をみせている。この種の企業の自己資本の蓄積が創業以後に急速に

表12.企 業形態別 の資金調連構成
C%)

単独資本 共同出資 有限会社 サ ンプル数

自己資金a

比率b

57.5

76.5

34.8

76.6

42.4

81.5

2988

2966

銀行借入a

比率b

45.6

51.4

35.5

40.6

43.4

32.3

1369

894

民間借入a

比率b

39.5

40.3

29.9

56.8

29.7

27.9

1274

866

備考:aは 創業時,bは1990年 時点の数字

(「中国個体私営企業調査一経営 ・利潤 ・収入」377,378,384,391頁

よ り作成)
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進んだことを示 している。

借入比率にっいてはそれぞれの集計サ ンプル基数がかなり異なるので比

較は困難であるが,単 独出資企業や共同出資企業の借入比率が相対的に増

加 しているのに対 して,有 限会社の借入比率はむ しろ低下 していることが

うかがえる。

5資 金構造の比較分析

1)「 資金不足」問題

私営企業の日常的な経営においては 「資金不足」が常 に最大の問題の一

っになっていることが私営企業経営者に対するいろいろな調査によって示

されている。例えば,1995年 に実施 されたH調 査によれば,2564企 業のう

ち生産資金の調達の困難度に関す る回答は,非 常に困難 と回答 した企業が

24.4%,や や困難 と回答 した企 業46.1%,困 難でない と回答 したのが

29.5%で あった。生産資金調達の困難度の水準はその他のいずれの項目よ

りも高い(「中国私営経済年鑑」1996年 版,156-157頁)。 また同時期の漸

江省の315の 私営企業に対する1調 査によっても同様である。すなわち,

生産資金調達の困難度 にっ いての企業の回答比率 は,非 常 に困難が

17.0%,や や困難が47.3%,困 難でない35.7%で あり,資 金調達の困難 は,

その他のいかなる経営項 目よりも高 くなっている。(同上,182頁)。 私営企

業経営者 にとって生産資金の調達は最大の問題点 となっているといえよ

う。ここでは,私 営企業の資金困難状況および資金の効率性にっいて他の

セクターの企業と比較検討 してみたい。

2)自 己流動資金比率

日常的な生産資金の調達困難はいろいろな要素が考えられるが,こ こで

は流動資金に占める自己資金の比率について他のセクターの企業類型と比
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表13.企 業類型別 の自己流動資金比率分布 (%)

国有企業 集体企業 外資企業 私営企業 全 体

10%未 満 53.8 13.8 29.8 45.0

10-20% 22.0 17.1 24.1 33.2 21.3

20-30 10.8 20.9 13.6 is.7 12.5

30-40% 4.9 12.6 9.9 16.7 6.7

40-50% 3.5 13.8 5.9 16.7 5.4

50%以 上 5.0 21.8 16.8 16.7 9.1

(「管理世界」1995年 第1期,155頁)

較 してみてみたい。他の条件が一定であれば,自 己資金比率が高ければそ

れに応 じて生産資金調達の困難は減少すると考えられる。私営企業の自己

流動資金比率は低いのであろうか。

すでに表9に おいてみたように,1995年 の調査事例における自己流動資

金の比率は49.0%で あった。他のセクターの企業 と比較 した場合,こ の数

字はどのように評価すべきであろうか。1994年 の2756企 業(う ち国有企

業が74%,集 団所有制企業が13%,外 資系企業が7%,私 営企業5%)に 対

する調査によれば,各 種企業の自己流動資金比率 は表13の とお りである。

表によれば,最 低 ランクの自己資金比率10%以 内に占める企業の比率を

みると,国 有企業45.0%,集 団所有制13.8%,外 資系企業29.8%で あるの

に対 して私営企業 は0で ある。 自己資金比率20%以 内でみると,国 有

75.8%,集 団所有制30.9%,外 資系53.9%で あるのに対 して私営企業は,

33.2%で ある。

国有企業の自己資金比率がきわあて低いことがわかる。恐 らく10%程

度の水準ではなかろうか。外資系企業も国有企業ほどではないが,比 較的

低い。それに対 して私営企業の比率は比較的高い。従 って,私 営企業は生

産資金不足の状態にあるものの,流 動資金の自己資金比率は比較的に高い

のである。
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次に,流 動資金の不足に対する経営者の認識(緊 張度)は どうであろう

か。1994年 に実施された調査結果によれば,企 業経営者(2756企 業)の 回

答は表14の とお りであった。私営企業のサ ンプル数が比較的少ないこと

を考慮 したとしても,私 営企業経営者の資金緊張度は他のセクターの経営

者よりも比較的低いことがみてとれる。これは前表でみた私営企業の自己

流動資金比率が比較的高いこととほぼ対応 している。

表14.流 動資金 の緊張度
C%)

非常緊張 比較的緊張 やや緊張 ほぼ十分 余裕あ り

国有企業

集体企業

外資系企業

私営企業

55.3

25.5

25.2

33.3

3i.5

36.0

37.6

8.7

25.2

24.3

33.3

3.1

8.2

7.4

33.4

1.4

5.1

5.5

(「管理世界」1995年 第1期,155頁)

にもかかわらず,経 常的に生産資金の調達難に置かれているとすれば,

他者からの借入,と くに制度金融からの借入が困難であることを意味 して

いる。

3)資 産負債比率

前述のように私営企業の創業時および経常的な自己資金比率が比較的高

いのであれば,資 産負債比率,す なわち各年度における企業資産(固 定資

産,流 動資産,無 形資産の総和)に 占める負債の比率は当然にも比較的に

低 くなる。各セクターの企業の資産負債比率を比較 したものが表15で あ

る。

1994年 の私営企業の資産負債比率 は2919サ ンプル企業の平均値であ

り,他 の数値 とは対象範囲がかなり異なる点に留意する必要があるもの

の,私 営企業の資産負債比率はあきらかに低い。ちなみに,1994年 サンプ

ル調査によれば,各 行政区 における私営企業 の資産負債比率の平均値
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表15.資 産負債比率の比較(独 立採算制工業部門)

1993 1994 1995

国有企業 68.2 65.6

集体企業 72.2 70.8

私営企業 ※35 57.3

外資系企業 65.4 59.2

株式制企業 49.3 54.9

備考:※ の数値 は2919企 業 の平均値。

(「中国統計年鑑」1994,95,96年 版 「中国企業管理

年鑑」95,96年 版 よ り作成)

(カ ッコ内 は サ ンプ ル企 業 数)は 数 値 の多 い順 に示 す と以 下 の とお り。す な

わ ち,82%一 北 京 市(160),75%一 青 海(1),59%一 上 海 市(92),53%

一 広 東(38)
,43%一 内蒙 古(10)・ 漸 江(456),41%一 天 津 市(170)・

江 西(44),40%一 新 彊(7),37%一 江蘇(509)・ 広 西(8),36%一 陳

西(83),35%一 遼 寧(156)・ 雲 南(48),34%一 吉 林(53)・ 海 南(2),

31%一 山 東(226),30%一 河 北(171)・ 山 西(145),29%一 黒 竜 江

(92)・ 湖 南(54)・ 福 建(26),28%一 安 徽(165)・ 河 南(62),26%一

貴 州(11),22%一 湖 北(56)・ 四 川(66)で あ る(「 中 国 私 営 経 済 年鑑 」

1996年,305,309頁)。 地 域 に よ り分 散 して い る もの の,30-40%代 に 比

較 的集 中 して い る ことが わか る。

4)資 金利潤率 ・資金利税率

私営企業における資金の効率性,す なわち単位あたり投下資金に対する

利潤の比率でみた効率性はいかなる状態にあるのだろうか。私営企業の近

年の急速な成長を考えれば,そ の資金効率性はかなり高いものと予想され

る。ただし,私 営企業の資金利潤率に関する資料はきわめて乏 しいので,

ここでの検討は不十分な ものにならざるを得ない。表16は 近年における

各セクター別企業の資金利潤率 と資金利税率の推移を示 したものである。
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表16.資 金 利税 率 ・利 潤率の比較(工 業部 門) (%)

1991 1992 1993 1994 1995

国有a ii.s 9.7 9.7 9.8 8.0

b 2.9 2.7 3.2 2.8 2.0

集体a 11.9 10.1 10.9 10.7 8.9

b 4.5 4.6 4.9 4.0 3.2

私営a 31.0 22.2

b a12.8
レ

23.1

外資系a b7.4 10.9 io.s 7.5

b 7.2 6.2 3.9

備 考:aは 資金利税率,bは 資金利潤率 を示す。 ただ し,私 営 企業 の

1992年 数値 は1440サ ンプル企業。1994年 数値 は深別 の328サ ンプル

企業 の事例。

(「中国統計年鑑」1993,1994,1995,1996年 版,「 中国私営経済年

鑑」1994年,133頁,1996年,202頁 よ り作成)

ここにおける資金利潤率とは年度における固定資産残存価値の平均額と流

動資金の平均額 とをあわせた資金総額に占める当期の累積利潤総額の比率

を指す。また資金利税率 とは年度における資金総額に占める利潤総額 と税

金総額の和の比率を指す。この利税総額(pre-taxprofits)の 概念は企業の

資金運用の成果効率をはかる一っの尺度 として中国で計画経済時期以来か

ら一般的に用いられている。

表での私営企業は一部のサンプル値であるので,あ る程度の偏 りの存在

を否定できないものの,こ れによれば私営企業がその他の企業に比べて高

い利税率 ・利潤率をあげていることが うかがえる。

比較的詳 しいG調 査によれば,1992年 末の私営企業の地域別,業 種別の

資金利税率の分布状況は表17の とおりである。

表によれば,第 一に私営企業の立地別の資金利税率では,都 市と農村の

あいだでいわば 「馬鞍型」の分布状況を示 してお り,大 都市と農村では高

く,中 小都市の企業は比較的低 く,鎮 の企業が最も低 くなっている。第二

に業種別でみると,建 築業,飲 食業,商 業 ・修理業,交 通運輸業などが比
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表1了.私 営企業 の資金利税率分布 C%)

立地 ・業種 10%未 満 10-20% 20-50% 50-100 100-200 200以 上 中間値

大都市 io.s 11.8 32.8 20.0 15.4 9.2 45.1

中都市 18.7 22.0 28.3 16.7 7.7 6.7 29.9

小都市 14.5 20.4 39.1 14.9 7.6 3.5 31.6

鎮 19.5 33.3 28.2 9.2 8.2 1.5 19.2

農村 12.4 30.2 29.8 14.7 6.2 7.0 37.7

工業 16.1 25.8 32.6 14.0 7.1 4.4 27.5

建築業 7.4 18.5 22.2 22.2 14.8 14.8 54.3

交通運輸 11.1 16.7 44.4 11.1 16.7 0 35.0

商業 12.1 21.4 33.0 17.5 11.2 4.9 35.0

飲食業 15.6 9.1 29.9 16.9 18.2 10.4 45.6

サ ー ビ ス業 14.3 23.2 33.9 16.1 7.1 5.4 31.1

修理業 17.2 6.9 48.3 10.3 3.4 13.8 36.1

科学技術 19.0 19.0 31.0 19.0 7.1 4.8 31.6

その他 2s.s 22.9 11.4 17.1 14.3 5.7 19.3

備考:ゴ チ ック数字 は各項 目の最大値を示 す。

(「中国私営経済年鑑」1994年 版,133頁)

較的高 く,工 業は比較的に低い。このような分布状況 はそれぞれの業種の

あいだの生産性の相違(例 えば資金回転率)お よび資源調達 コストの相違

と直接関係があると考えられるが,こ の点にっいての検討 は別稿に譲 りこ

こでは立ち入 らない。要するに,私 営企業の資金利税率は各業種,地 域を

問わず比較的高い水準を示 しており,国 有企業とのギャップはきわめて顕

著である。

以上,私 営企業 とその他の各種企業との資金構造を比較検討 してきた。

私営企業はそれ自体資金調達困難の問題をかかえているものの,そ の他の

セクターの企業 と比較すれば,総 じて自己資金率が高 く,資 金の投入産出

(利潤)率 か らみた資金効率性が高いと判断できる。この資金効率性の高さ

が私営企業の近年の急速な成長をもたらした重要な条件であると考えられ
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る。 もとより,私 営企業の急成長は資金利潤率の高さだけか らでは十分に

は説明できない。獲得された利潤がどのように分配され,生 産性投資に投

下されるのかをみなければならない。いいかえれば,私 営企業の所得分配

と投資の構造を検討する必要があろう。この点は今後の検討課題 とした

いo
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